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第１ 監査の概要

１ 財政的援助団体等監査の趣旨

地方自治法第１９９条第７項 の規定に基づき、県が補助金、交付金、負(注1)

担金、貸付金、損失補償等の財政的援助を与えている団体、資本金、基本金等

を出資している団体、債務保証等をしている団体及び公の施設 の管理を行(注2)

わせている団体並びに財政的援助等を行っている所管課を対象とし、県による

財政的援助等の妥当性、団体における公金の執行状況の適正性等の観点から監

査を実施した。

地方自治法第１９９条第７項(注1)

監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があると

きは、当該普通地方公共団体が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補

給その他の財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助

に係るものを監査することができる。当該普通地方公共団体が出資しているもので政

令で定めるもの、当該普通地方公共団体が借入金の元金又は利子の支払を保証してい

るもの、当該普通地方公共団体が受益権を有する信託で政令で定めるものの受託者及

び当該普通地方公共団体が第２４４条の２第３項の規定に基づき公の施設の管理を行

わせているものについても、同様とする。

公の施設(注2)

住民の福祉を増進させることを目的として、その利用に供するために普通地方公共

団体が設置する施設（学校、美術館、ホール、体育館、県営住宅や公園等 。）

２ 監査対象団体及び実施団体

(1) 監査対象団体

監査対象団体は次のとおりである。

ア 財政的援助団体

① 県単独の制度により１千万円以上の補助金、交付金、負担金又は利子

補給金（以下「補助金等」という ）を交付した団体及び１千万円未満。

の補助金等を交付した団体のうち特に監査を実施する必要があると認め

た団体

② 県が貸付け又は損失補償をしている団体のうち特に監査を実施する必

要があると認めた団体
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イ 出資団体

県が資本金、基本金その他これらに準ずるものの４分の１以上を出資し

ている団体

ウ 債務保証、信託に係る団体

県が債務保証又は信託（不動産の信託に限る ）をしている団体のうち。

特に監査を実施する必要があると認めた団体

エ 公の施設の指定管理者

県が公の施設の管理を行わせているもの

(2) 監査対象団体の概要

監査対象団体の令和２年度末の状況は、次表のとおりである。

財政的援助等の形態別件数
監査対象

公の施設の団体区分 財政的援助
団体実数 出資

債務

指 定 管 理補助金等 貸付金 損失補償 保証

一般社団法人 ６ ６

公益社団法人 ４ ３ １ １ ２

一般財団法人 ２ １ １ １

公益財団法人 １７ ６ ３ ３ １４ ７

地方独立行政法人 １ １

社会福祉法人 ６ ６

２９ ２９商工会議所・商工会

株式会社 １１ １ ３ ７

その他 ２４ １８ １ １ ２ １ ４

合 計 １００ ７０ ６ ５ ２２ １ １９(注3)

(注3)１つの団体について補助金等、貸付金、出資等が重複している場合があるため、

「監査対象団体実数」の合計と「財政的援助等の形態別件数」の合計は一致しない。

(3) 監査実施団体

、 、令和３年度は 上記監査対象団体の中から過去の監査実施状況等を考慮し

次の２４団体を選定し監査を実施した。
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監査対象とした監査実施団体名 所管課

財政的援助等の内容

1 （公財）しまね女性センター 女性活躍推進課 出資・指定管理

2 （公財）島根県育英会 総務課 貸付金・出資

学校企画課 補助金等

3 公立大学法人島根県立大学 総務課 補助金等・出資

しまね暮らし推進課 補助金等・出資

4 （公財）ふるさと島根定住財団 環境生活総務課 補助金等

雇用政策課 補助金等

5 （公財）しまね国際センター 文化国際課 出資

6 ＳＰＳしまねグループ 文化国際課 指定管理

7 （株）島根東亜建物管理 スポーツ振興課 指定管理

8 （一社）隠岐ユネスコ世界ジオパーク推進 自然環境課 補助金等

協議会 隠岐支庁県民局

9 （公財）島根県環境管理センター 廃棄物対策課 補助金等・損失補

償・出資

10 NPO法人 国際交流フラワー２１ 産地支援課 指定管理

11 （公社）島根県林業公社 林業課 補助金等・貸付金

・損失補償・出資

12 広島地区観光情報発信事業実行委員会 観光振興課 補助金等

13 島根県中小企業団体中央会 中小企業課 補助金等

14 島根県商工会連合会 中小企業課 補助金等

15 斐川町商工会 中小企業課 補助金等

16 出雲商工会 中小企業課 補助金等

17 浜田商工会議所 中小企業課 補助金等

18 平田商工会議所 中小企業課 補助金等

19 （公財）島根県建設技術センター 土木総務課 出資

土木総務課 出資

用地対策課 貸付金

20 島根県土地開発公社 斐伊川神戸川対策課 貸付金

管財課 貸付金

企業立地課 債務保証

21 NPO法人 出雲スポーツ振興２１ 都市計画課 指定管理

22 （株）ＩＳＰ 都市計画課 指定管理

23 （株）ＭＩしまね 文化財課 指定管理

24 ミュージアムいちばた 文化財課 指定管理
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３ 監査の実施方法等

(1) 実施方法

監査実施団体については原則として実地監査を行い、監査実施団体の所管

課及び監査実施団体の一部については書面監査により行った。

(2) 対象年度

監査は原則として令和２年度を対象とし、必要に応じ令和３年度も対象と

した。

(3) 範囲

監査の範囲は、補助金等、貸付金又は損失補償の財政的援助を与えている

団体については、それら財政的援助に関連する範囲とし、出資している団体

については、団体の財務、会計、事業など経営全般とし、公の施設の管理を

行わせている団体については、管理に係る会計事務の執行や施設の維持管理

を範囲とした。

(4) 監査の視点

監査は、補助金等の財政的援助を与えている団体については、補助金等が

公金として適切に執行され、交付目的である成果が十分得られているか、出

資している団体については、出資目的に沿って事業が運営されているか、ま

た、公の施設の管理を行わせている団体については、指定管理に関する協定

書に基づき施設が適切に管理・運営されているかなどの視点から行った。
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(5) 監査実施年月日

監 査 実 施 団 体 名 監査実施年月日

（公財）しまね女性センター 令和３年１１月 ５日

（公財）島根県育英会 令和３年１１月１２日

公立大学法人島根県立大学 令和３年１１月 ２日

（公財）ふるさと島根定住財団 令和３年１１月 ５日

（公財）しまね国際センター 令和３年１１月 １日

ＳＰＳしまねグループ 令和３年１１月 ９日

（株）島根東亜建物管理 令和３年１０月１４日

（公財）島根県環境管理センター 令和３年１１月 ９日

NPO法人 国際交流フラワー２１ 令和３年１１月 ９日

（公社）島根県林業公社 令和３年１０月１４日

島根県中小企業団体中央会 令和３年１１月 １日

島根県商工会連合会 令和３年１１月 １日

（公財）島根県建設技術センター 令和３年１１月１２日

島根県土地開発公社 令和３年１１月１２日

NPO法人 出雲スポーツ振興２１ 令和３年１０月２２日

（株）ＩＳＰ 令和３年１１月 ２日

（株）ＭＩしまね 令和３年１０月１４日

ミュージアムいちばた 令和３年１０月２２日

所管課及び上記以外の監査実施団体については、事前に職員により実施し

た実地調査に基づき、書面監査を実施した。

(6) 監査の執行者

監査の執行者は次のとおりである。

監査委員 白 石 恵 子

監査委員 加 藤 勇

監査委員 大 國 羊 一

監査委員 三 島 明

なお、地方自治法第１９９条の２の規定により、加藤勇監査委員は島根県

商工会連合会について監査を行っていない。
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第２ 監査の結果

監査結果（総括）Ⅰ

各監査実施団体別の監査結果は、Ⅱ 監査結果（個別）に掲げるとおりであ

り、改善を要するものとして指摘した事項及び指導した事項はなく、おおむね

適正に処理されているものと認められた。

なお 監査全般を通じた意見は４件あり これについては Ⅱ 監査結果 個、 、 、 （

別）に掲げた意見を含め県報登載により公表する。

１ 改善等を要する事項

(1) 指摘事項 （団体・所管課）(注4)

該当なし

(2) 指導事項 （団体）(注5)

該当なし

(3) 指示事項 （所管課）(注6)

該当なし

指摘事項(注4)

速やかに是正又は改善を要する事項で、公表することが相当と認められるもの

指導事項(注5)

指摘事項には至らないが、該当の団体に対して文書によって指導し、是正を求める

ことが適当なもの

指示事項(注6)

指摘事項には至らないが、該当の所管課に対して文書によって指示し、是正を求め

ることが適当なもの
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２ 意見

監査全般を通じた意見は、次のとおりである。

（1）県の施策の達成に向けた団体と所管課の十分な連携等

【該当団体、該当所管課、人事課、財政課】

県が補助金、貸付金等の財政的援助を与えている団体、県が資本金、基本

金等を出資している団体及び県が債務保証等をしている団体にあっては、事

業の執行に当たり当該財政的援助等の目的に沿って行われる必要がある。

その上で、特に出資団体や所管課にあっては、次の事項に留意の上、事業

を執行されたい。

ア 各団体間の連携

各種の施策をより効果的なものとするためには、各団体と所管課に留ま

らず、関連する機関との十分な連携が必要である。

今回の監査では、例えば （公財）ふるさと島根定住財団 （公財）島根、 、

県育英会や公立大学法人島根県立大学において、それぞれが学生向けの各

種支援策を展開していた。

、 、地域を支え 地域で活躍する若者の人材育成や県内定着・回帰に向けて

島根県立大学やふるさと島根定住財団が参画する「しまね産学官人材育成

コンソーシアム」のように関係機関の幅広い連携が図られているものがあ

る一方で、それぞれの団体と所管課が情報を共有し、一層連携を深めて事

業を構築していく必要があると考えられるものも見受けられたところであ

る。

、 、 、ついては 各団体及び所管課においては 所管団体の事業執行に当たり

他の団体と協働してあるいは調整してできないかなど、横断的な視点を持

って十分に連携が図られるよう努められたい。

イ 各団体の人材確保・人材育成

各団体の事業の実現には、専門性を高めるとともに、蓄積されたノウハ

ウを継承していくために必要な人材の確保と人材育成も重要である。

今回の監査では、例えば （公財）島根県建設技術センターや島根県土、

地開発公社において、将来の職員の人材不足をそれぞれが課題と認識し、

人材の確保に鋭意取り組んでいる状況が見られた。

しかしながら、個々の取組では抜本的な解決には至っておらず、また、

人材育成には相当な期間も必要となると考える。
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ついては、所管課は、各団体の将来的な人材確保について、各団体とと

もに計画的な検討に努められたい。

また、各団体の人材育成について、人事課や自治研修所で開催されてい

、 。る研修のオンラインでの受講などについて 経費負担も含め検討されたい

（2）指定管理者制度導入施設

平成１６年度から始まった指定管理者制度は、令和３年４月１日現在で

２６施設に導入されており、そのうち利用料金制 を採用している施設が＊1

１０施設となっている。

今回監査を行った指定管理者制度導入施設は、下表の８施設である。

施設名 利用料金制

１ 島根県立男女共同参画センター

２ 島根県立美術館

３ 島根県立はつらつ体育館

４ 島根県花ふれあい公園 ○

５ 島根県立浜山公園 ○

６ 島根県立石見海浜公園 ○

７ 島根県立古墳の丘古曽志公園

８ 島根県立古代出雲歴史博物館

今回の監査で、指定管理者からは、新型コロナウイルス感染症の影響

への対応において、引き続き、県と指定管理者間で十分な協議をして欲

しいとの意見が聞かれた。

ア 不測の事態における指定管理者との十分な協議、調整

【該当所管課・人事課・財政課】

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、公の施設においては、感染予防、

拡大防止の観点から、施設の休館や利用範囲の縮小を余儀なくされたほか、

各種イベントの中止、縮小等の影響が発生した。

そうした影響による指定管理料の額の変更については、昨年度の監査意見

において、実態を把握し、基本協定書のリスク分担の解釈も含め、県と指定

管理者で十分な協議を行うなど、適切に対応されたい旨、意見を付したとこ

ろである。

令和２年度においては、新型コロナウイルス感染症による指定管理業務へ

の影響は、基本協定書第３６条に定める不可抗力の発生として取り扱うこと
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とされ、指定管理者との協議及び覚書の締結の上、適切に対処されたもので

ある。

ついては、令和３年度以降においても新型コロナウイルス感染症などのよ

うな予見できない不可抗力の発生に当たっては、指定管理料の額の変更など

、 、 。指定管理者との十分な協議を行い 調整の上 引き続き適切に対応されたい

イ コロナ後を見据えた公の施設の利活用促進

【指定管理者、該当所管課】

公の施設については、令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡

大による外出控えや、県からの感染拡大防止策としての施設に対する休館要

請、また、施設自らも対応策として各種イベントを中止する等により利用者

の減少が見られたところである。そうした中、施設によっては、次のような

取組が見られた。

・ オンライン予約・決済システムを導入し、同一時間枠の人数上限を設

定することでソーシャルディスタンスの確保を図るなどして集客した

事例

・ 団体利用者が見込めないことから個人利用者をターゲットとして、道

の駅へのポスター掲示及び割引チケットを組み込んだパンフレット配

置により利用者を誘引し一定の集客に成功した事例

・ イベント実施期間を週末開催から平日を含む９日間の開催期間に変更

し、かつ、オンラインと会場での参加を両方可能にして実施した事例

また、利用者側において新型コロナウイルス感染症の予防・拡大防止を念

頭に置いた次のような利用も見られた。

・ 県内学校の修学旅行先として選定され利用された事例、近隣小学校の

遠足で利用された事例

・ 野外ステージを有する施設では、近隣団体が吹奏楽練習場として利用

された事例や大学生による音楽ライブ開催が計画された事例

こうした事例を参考に、コロナ後を見据え、新たな誘客活動を展開してい

くことやイベント開催に向けた新たな手法の検討、また、利用者側からの新

たな利用方法に着目した施設利用のＰＲや近隣の施設と連携した情報発信を

していくことも重要である。

ついては、指定管理者と該当所管課においては、施設面での感染防止対策

を徹底した上で、更なる誘客活動や施設利用に向けた情報発信を行い、公の

施設の利活用の促進に取り組まれたい。
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利用料金制とは*1

公の施設の利用に係る料金を指定管理者の収入として収受させることができる制度

で、指定管理者の経営努力が発揮しやすくなるとともに、地方公共団体及び指定管理

者の会計事務の効率化が図られるもの。
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監査結果（個別）Ⅱ

１ 団体名 （公財）しまね女性センター 所管課 女性活躍推進課

１ 団体の概要

平成１０年１０月１２日(1) 設立時期

(2) 設立目的

島根県立男女共同参画センターを拠点として、男女のあらゆる分野での共同

参画を促進するための事業を総合的に展開することにより、男女共同参画社会

の実現に寄与する。

(3) 県の出資状況

出資金額 １００，０００千円（県出資比率：８９．２％）

２ 監査対象とした財政的援助等の概要

(1) 出資による事業実施状況

男女共同参画社会の実現に関する相談事業、情報収集及び提供事業、調査研

究事業、学習・研修事業並びに個人・グループ・団体等の活動及びネットワー

クづくりへの支援事業など、男女共同参画社会形成推進のための事業を実施し

ている。

(2) 公の施設の指定管理

ア 男女共同参画センター（あすてらす （所在地 大田市））

① 指定管理業務の内容

・施設及び設備の使用の承認に関する業務

・施設及び設備の使用に係る使用料の徴収に関する業務

・施設及び設備の維持管理に関する業務

・島根県女性相談センター西部分室及び島根県西部県民センター県央事務

所等の施設及び設備の維持管理に関する業務

令和２年度～令和６年度② 指定期間

１０３，０２２千円（令和２年度）③ 指定管理料

３ 監査の結果

(1) 団体

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし
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イ 意見

情報ライブラリー及び宿泊施設の有効活用

情報ライブラリーには、男女共同参画に関する書籍、DVD、雑誌等を所蔵

しており、館外への貸出しもしている。書籍等は、郵送での貸出しや県立図

書館、学校等へのパッケージ貸出し、出前事業での貸出しもしているところ

だが、情報ライブラリーが十分に活用できているとは言い難い状況にある。

また、宿泊施設はコロナ禍により利用者が激減しており、本来の宿泊施設

の設置目的である研修による利用率も低い状況にある。

ついては、情報ライブラリーは県内の図書館をはじめとした各施設への積

極的な広報宣伝活動等により、また、研修を目的とした宿泊施設の活用は例

えば、交流会を伴う宿泊研修の開催等により、各施設の一層の有効活用に努

められたい。

(2) 所管課

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

イ 意見

施設の有効活用

団体意見で述べたように、男女共同参画を促進するための県の拠点施設で

ある男女共同参画センターに設置された情報ライブラリー及び宿泊施設は、

十分に活用できているとは言い難い状況にある。

ついては、今後とも、団体との連携を密にして、情報ライブラリー及び宿

泊施設が有効活用されるように努められたい。
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総務部総務課
２ 団体名 （公財）島根県育英会 所管課

学校企画課

１ 団体の概要

昭和３３年６月１７日(1) 設立時期

(2) 設立目的

優秀な学生又は生徒であって、学資の支弁が困難であると認められる者に対

する奨学金又は就学資金の貸与並びに学生寮を運営してその修学の便を図り、

もって社会に有為な人材の養成に寄与する。

(3) 県の出資状況

奨学金貸与事業の拡充に際し、基本財産を出資している。

出資金額 ２１０，０００千円（県出資比率：３９．３％）

２ 監査対象とした財政的援助等の概要

(1) 出資による事業実施状況

ア 事業内容

①大学等の学生を対象とした就学資金及び奨学金の貸与

②学生寮の運営

イ 事業実施状況

（平成１４年度から実施）①就学資金の貸与

令和２年度貸与人数 ５７名

令和２年度貸与額 ４６，１００千円

令和２年度末貸与延人数 ７９５名

令和２年度末就学資金貸与金 ２４８，１８０千円

（昭和３６年度から実施）②奨学金の貸与

令和２年度貸与人数 １５７名

令和２年度貸与額 １０３，５００千円

令和２年度末貸与延人数 ４，０１９名

令和２年度末奨学金貸与金 ７３３，１５１千円

③学生寮の運営

令和２年度新規入寮者７名

令和２年度充足率４０．４％（定員７０名）
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(2) 補助金

ア 島根県育英会高等学校等奨学事業費補助金

① 内容

県内に生活の本拠を有する者の子弟で、高等学校等に在学し学習意欲が

旺盛でありながら経済的な理由により修学が困難な者を対象として島根県

（ ） 。育英会が行う奨学資金の貸与 無利子 に必要な経費を島根県が補助する

高等学校等奨学事業は、日本育英会の解散に伴い、平成１７年度から島

根県育英会が実施している。

４１，４７４千円② 補助金額

(3) 貸付金

ア 専修学校進学者特別支援資金

① 内容

雇用状況の悪化を受けて就職から専修学校への進学に進路変更せざるを

得なかった高校生の修学を支援するため、島根県育英会が奨学金及び就学

資金を貸与するのに必要な資金を、平成２２年度から平成２５年度に貸し

付けている。

② 貸付金額

令和元年度末残高 ２１，３３１千円

令和２年度返済額 ６，２２４千円

令和２年度末残高 １５，１０７千円

３ 監査の結果

(1) 団体

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

イ 意見

学生会館事業等のあり方

島根県育英会は、大阪府及びその周辺に所在する大学等に在学・進学する

県内出身の優秀な学生等の修学の便を図るため、平成１５年３月に７０名定

員の学生会館を大阪府吹田市に開設した。

入寮状況を示す充足率は、会館２年目の平成１６年度の８７．１％を最高

に、７０％代後半から８０％代半ばで推移してきており、平成２８年度から

は更に減少し続け、令和２年度には４０．４％となった。

併せて、学生会館事業の収支は開館以来毎年赤字となっており、充足率の
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低下とともに赤字幅も拡大し、令和２年度末の繰越収支差額は約１１９百万

円の赤字となった。

一方、大学等の学生を対象とした奨学金については、５０人の募集枠に

なった平成１４年度以降、新規貸与応募者数は平成１５年の４８６人をピ

ークに減少傾向が続いており、令和２年度は８４人となっている。

ついては、大阪府周辺へ進学する学生等への支援に限られている学生会館

事業及び大学等の学生を対象とした奨学金事業について、県とともに今後の

必要性を精査し、県出身大学生等へのより効果的な支援となるよう検討され

たい。

(2) 所管課（総務課）

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

イ 意見

学生会館事業等のあり方

団体意見で述べたように、大阪府周辺へ進学する学生等への支援に限られ

ている学生会館事業及び大学等の学生を対象とした奨学金事業について、団

体とともに今後の必要性を精査し、県の関係部局や関係機関と連携のうえ、

県出身大学生等へのより効果的な支援となるよう検討されたい。

(3) 所管課（学校企画課）

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし
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３ 団体名 公立大学法人島根県立大学 所管課 総務部総務課

１ 団体の概要

平成１９年４月１日(1) 設立時期

（地方独立行政法人として、島根県立大学及び島根県立大学短期大学部を設

置・運営）

(2) 設立目的

豊かな自然と歴史を持つ島根県における教育研究の拠点として、幅広い教養

と高い専門性を備え、北東アジアをはじめとする国際的な視野を持ちつつ地域

に貢献し、創造性豊かで実践力のある人材を育成するとともに、地域に知の還

元を行うことで、地域社会の活性化及び発展に寄与し、さらに国際社会に貢献

することを目指し、大学を設置し、管理する。

(3) 県の出資状況

団体の設立に際し、大学を継続的に運営していくために必要な土地・建物を

現物出資（評価額が団体の資本金に相当）し、平成２４年度に出雲キャンパス

の四年制大学化に伴う駐車場土地（１１１，１１９千円 、平成３０年度に出）

雲キャンパス５号館（２，２３９，５００千円 、令和元年度に松江キャンパ）

ス図書館棟（６５７，４００千円）を追加出資している。

出資金額 １６，７９１，４５９千円（県出資比率：１００％）

２ 監査対象とした財政的援助等の概要

(1) 補助金

ア 公立大学法人島根県立大学特殊要因経費補助金

① 内容

地方独立行政法人法第４２条の規定に基づき、設立団体として、大規模

修繕、大規模システム整備等の施設・設備の整備に要する経費や災害に伴

う経費など法人の責によらない突発的な経費に要する経費等について交付

する。

２６５，４５９千円② 補助金額

(2) 交付金

ア 公立大学法人島根県立大学運営費交付金

① 内容
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地方独立行政法人法第４２条の規定に基づき、設立団体として、法人や

大学の運営に必要な経常的経費等について交付する。

② ２，０７１，８１９千円交付金額

イ 公立大学法人島根県立大学授業料等減免交付金

① 内容

大学等における修学の支援に関する法律第１０条の規定に基づき、設立

団体として、学生の授業料等減免に必要な経費について交付する。

② １１０，０３６千円交付金額

３ 監査の結果

(1) 団体

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

イ 意見

第３期中期計画の着実な実行と更なる推進

県立大学は、第３期中期計画（令和元年度～令和６年度）の着実な実行に

、 、 、向け 県内入学率 県内就職率をそれぞれ全学５割以上とする目標値を掲げ

日本一の地域貢献型大学を目指し全学一体となって取組を進めることとして

いる。

令和３年４月には、重要施策の全学的な推進のため 「魅力化推進本部」、

を設置し、入試改革や高大連携の推進、学生のキャリア戦略の推進を図ると

ともに、県民や受験生に大学の魅力を伝えるため広報活動を強化している。

主な取組やその成果としては、浜田キャンパスに、令和３年４月に新学部

として、国際関係学部、地域政策学部を設置した。

また、県内高校生の受入れ増加に向け、県内高等学校との連携を深めると

ともに、県内入学生枠を拡充するなどの入試改革を行い、令和３年度の県内

入学率５１％を達成し、令和４年度に向けては、出雲キャンパスにおける県

内入学生枠の拡充も予定している。

県内就職者の増加に向けては 「しまね産学官人材育成コンソーシアム」、

への参加や県内就職希望者のための奨学金創設、企業との連携協定締結など

地元企業等との連携を深めている。

地域活性化への貢献では、大学のサテライト施設を津和野町や大田市大森

地区へ設置するなど、地元人材の育成に向けた各種取組を進めている。
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県では人口減少対策が最大の政策課題であり 「島根創生計画」を進める、

上で、教育に寄せる期待は大きく、このような県立大学の取組は高く評価で

きるものである。

ついては、第３期中期計画の更なる推進に向けて、県内高等学校、地元企

業、市町村や地域との連携をより一層進められたい。

また、県内高等学校からの進学者の増加や卒業生の県内定着、地域に貢献

する優れた人材の育成を図るため、現在の取組の結果を検証し、より実効性

のあるものとなるように、引き続き取り組まれたい。

(2) 所管課

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

イ 意見

第３期中期計画の着実な実行に向けた支援

県立大学では、県が示した第３期中期目標を達成するため、第３期中期計

画に沿って、新学部の設置、県内入学者比率向上に向けた入試改革の実施、

また、卒業生の県内定着に向け、地元企業や行政と連携して長期・実践型イ

ンターンシップを制度化し学生が県内企業等を知る機会を増やすなど、理事

長を中心に全学一体となって鋭意取り組んでいる。

ついては、こうした取組が着実に実行され、成果につながるように、必要

な支援を行われたい。また、定住、雇用、教育、健康福祉等の関係部局や関

係機関の理解と必要な協力が得られるように、引き続き努められたい。
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しまね暮らし推進課

環境生活総務課４ 団体名 （公財）ふるさと島根定住財団 所管課

雇用政策課

１ 団体の概要

平成４年９月３日(1) 設立時期

(2) 設立目的

活力と魅力ある地域づくりを推進するとともに、若年者の就職支援対策等を

重点的に実施することにより、新規学校卒業者を中心とする若年層の県内就職

と県外からのＵ・Ｉターンの促進を図り、本県における人口定住に寄与する。

(3) 県の出資状況

出資金額 ４１７，０００千円（県出資比率：１００％）

２ 監査対象とした財政的援助等の概要

(1) 出資による事業実施状況

若年者の県内就職促進のための情報提供事業やキャリア形成支援、企業理解

の場の創出等、県外からのＵ・Ｉターン促進のための定住総合情報の提供や

Ｕ・Ｉターン希望者等の受入れの強化、また、活力と魅力ある地域づくり促進

のための地域の活性化を担う人々等の連携支援等に係る事業を実施している。

(2) 補助金

ア ふるさと島根定住支援補助金（Ｕ・Ｉターン支援分、地域づくり活動支援

分）

① 内容

本県の重要課題である定住対策を積極的に推進するため、財団の事業費

及び運営費を補助し、活動の円滑な推進を図る。

４５６，９３７千円② 補助金額

イ ふるさと島根定住支援補助金（ＮＰＯ支援分）

① 内容

本県の重要課題である定住対策を積極的に推進するため、財団の事業費

を補助し、社会貢献活動の円滑な推進を図る。

１１，６１３千円② 補助金額

ウ ふるさと島根定住支援補助金（県内就職支援分）

① 内容
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本県の重要課題である定住対策を積極的に推進するため、財団の事業費

を補助し、活動の円滑な推進を図る。

１５４，１５８千円② 補助金額

３ 監査の結果

(1) 団体

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

イ 意見

定住対策の促進

財団は、若者を中心とした県内就職支援、県外からのＵターン・Ｉターン

（以下「Ｕ・Ｉターン」という ）の促進、活力と魅力ある地域づくりの促。

進の３つを柱として定住対策に取り組んでいる。

具体的には、Ｕ・Ｉターンの促進に向けた求人情報等の提供、相談、無料

職業紹介、農林水産業等の産業体験等による移住・定住の支援などがある。

また、令和元年９月からは、首都圏の実態に即した効果的な取組を促進す

るため東京拠点の設置・運営を行っている。

若者の県内就職支援では 個別のキャリア相談・就職活動支援のための ジ、 「

ョブカフェしまね」の運営、県内企業へのインターンシップや企業ガイダン

スの開催などに力を入れ、大学生の県内就職率は、近年は約３０％前後で推

移している。

さらに、活力と魅力ある地域づくりの促進に向け、地域づくり団体・ＮＰ

О法人等の組織人材の育成支援、関係人口の拡大に向けた連続講座「しまコ

トアカデミー」の開催などを行っている。

県内へのＵ・Ｉターン者数について見ると、平成２９年度以降は減少が続

いていたが、令和２年度の県内へのＵ・Ｉターン者数は、前年度比２４人増

の３，６４２人となり４年ぶりに増加に転じた。

しかしながら、国全体で人口が減少する中では、自治体間で移住者、定住

者の獲得競争が加速してきており、本県の定住対策において財団の果たす役

割はより一層重要になってくる。

ついては、こうした様々な取組の結果を検証し、引き続き県、市町村、関

係機関と連携して、ターゲットのニーズに応じた効果的な施策を展開し、県

内就職者やＵ・Ｉターン者の増加及び活力と魅力ある地域づくりを通して、

定住対策の促進に取り組まれたい。
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(2) 所管課（しまね暮らし推進課）

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

イ 意見

定住対策の促進

財団は、平成４年の設立以来、若年層の県内就職の促進、県外からのＵ・

Ｉターンの促進、活力と魅力ある地域づくりの促進に取り組み、本県の最重

要施策の一つである定住の推進に大きな役割を果たしてきた。

「 」 「 、 」島根創生計画 に示された 人口減少に打ち勝ち 笑顔で暮らせる島根

の実現に向け、定住促進に係る各種事業において豊富な実績と経験を有する

財団の役割はより一層重要となってくる。

ついては、引き続き財団と連携し、定住対策の一層の促進に取り組まれた

い。

(3) 所管課（環境生活総務課）

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

イ 意見

定住対策の促進

しまね暮らし推進課と同じ。

(4) 所管課（雇用政策課）

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

イ 意見

定住対策の促進

しまね暮らし推進課と同じ。
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５ 団体名 （公財）しまね国際センター 所管課 文化国際課

１ 団体の概要

平成元年１１月１日(1) 設立時期

(2) 設立目的

多文化共生の地域づくりと県民主体の国際交流活動を促進するとともに、諸

外国との相互理解と協力関係を深め、地域の活性化と国際化に寄与する。

(3) 県の出資状況

出資金額 １，０１２，５００千円（県出資比率：７８．６％）

２ 監査対象とした財政的援助等の概要

(1) 出資による事業実施状況

ア 多文化共生地域づくり事業

・外国人・地域住民インフォメーション事業

・コミュニティ通訳ボランティア派遣事業

・留学生支援事業

・多文化共生啓発事業

・外国人住民日本語研修事業

・ボランティア登録・活用事業

・多文化共生推進事業

・ボランティア研修事業

イ 国際交流・協力事業

・世界とつながる島根づくり助成事業

・海外移住者等支援事業

・国際交流団体等連携協力事業

３ 監査の結果

(1) 団体

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

イ 意見

業務拡大に伴う財団体制の充実

県内における外国人住民の急増に伴い、多文化共生の地域づくり推進に必
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要な「相談業務」と「日本語教育業務」は年々拡大し、令和２年度の相談件

数は１，８１０件と相談窓口（ワンストップセンター）を設置した令和元年

度からほぼ倍増した。

相談内容も医療、福祉、教育など多岐にわたり、ＤＶ相談のように深刻か

つ急を要する相談も増加し、連携の必要がある関係機関へ相談者と同行して

対応するなど、外国語対応に当たる相談員と調整役としての職員への業務負

担が大きくなっている。

また、外国人住民とのコミュニケーション等の対応に関する相談も寄せら

れている。

一方、外国人への日本語教育も、日本語教室に出向けない外国人からの学

習ニーズを受け 「訪問日本語コース」で対応するなど事業を拡大している、

が、これを担う職員の業務負担も大きくなっている。

このように財団の果たすべき役割はより一層重要となってきており、職員

の専門性のさらなる向上や人員体制の充実、蓄積されたノウハウの承継のほ

か、市町村と緊密な連携を図ることも必要となっている。

こうした中、令和元年度後半から日本語教育担当職員を１名増員し、令和

２年度からは外国語相談員を１名増員したほか、令和４年度には更に職員１

名を増員することとしている。

また、財団の事務所については、外国人をはじめとした利用者には分かり

にくい立地となっていることから、利用者の利便性を考慮するため令和２年

度から移転の検討を開始したところである。

ついては、引き続き、利用者の利便性の向上に向けて、移転の検討を進め

るなど、必要な体制整備に努められたい。

(2) 所管課

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

イ 意見

業務拡大に伴う支援

団体意見で述べたように、拡大する財団業務の円滑な実施のため、引き続

き利用者の利便性の向上に向けて、移転の検討を進めるなど、団体の必要な

体制整備に努められたい。
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６ 団体名 ＳＰＳしまねグループ 所管課 文化国際課

１ 団体の概要

( 令和２年４月１日1) 設立時期

株式会社SPSしまね・株式会社レテック・セコム山陰株式会(2) 団体の形態

社の共同事業体

(3) 設立目的

美術館の指定管理業務を共同連帯して営む。

２ 監査対象とした財政的援助等の概要

(1) 公の施設の指定管理

ア 美術館（所在地 松江市）

① 指定管理業務の内容

・美術館のギャラリー、ホール及びこれらの付属設備の使用許

可に関する業務

・美術館の使用料及び観覧料の徴収に関する業務

・美術館の施設及び設備の維持管理に関する業務

・美術館の総合案内等に関する業務

・美術館の広報・利用促進に関する業務

令和２年度～令和６年度② 指定期間

３１３，５５０千円（令和２年度）③ 指定管理料

３ 監査の結果

(1) 団体

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

(2) 所管課

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし
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スポーツ振興課７ 団体名 （株）島根東亜建物管理 所管課

１ 団体の概要

昭和４６年９月２５日（1）設立時期

（2）主な事業内容

指定管理者制度による公共施設管理運営事業、清掃管理事業、設備管理事業

２ 監査対象とした財政的援助等の概要

（1）公の施設の指定管理

ア はつらつ体育館（所在地 松江市）

① 指定管理業務の内容

・施設の使用許可に関する業務

・施設の使用料の徴収に関する業務

・施設等の保全に関する業務

令和２年度～令和６年度② 指定期間

９，８９６千円（令和２年度）③ 指定管理料

３ 監査の結果

（1）団体

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

イ 意見

障がい者の施設利用拡大

はつらつ体育館は、障がい者スポーツの振興を図り、もって障がい者のリ

ハビリテーションや社会参加の促進に寄与することを目的とする体育施設で

ある。また、令和１２年に本県で開催予定の「全国障害者スポーツ大会」に

向け、この施設の障がい者スポーツの強化及び振興に果たす役割は大きい。

施設利用に当たっては、障がい者の利用は無料であり、障がい者の利用予

約は３ヶ月前から、一般利用の予約は１ヶ月前からと、障がい者が利用しや

すい仕組みとなっている。しかし、近年のコロナ禍にあり、順調に伸びてき

た障がい者の利用人数及び利用率が低下している。

ついては、新型コロナウイルス感染症の収束を見据え、障がい者の利用が

拡大するよう、一層の広報宣伝活動や障がい者スポーツへの理解を深めるイ

ベントの開催などにより利用促進に努められたい。
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（2）所管課

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

イ 意見

障がい者の施設利用拡大に伴う支援

団体意見で述べたように、はつらつ体育館が障がい者スポーツの強化及び

振興に果たす役割は大きい。

ついては、今後とも、障がい者の施設利用が拡大するよう団体との連携を

密にして支援に努められたい。
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自然環境課
８ 所管課団体名 (一社)隠岐ユネスコ世界ジオパーク推進協議会

隠岐支庁県民局

１ 団体の概要

平成２１年６月１５日(1) 設立時期

(令和２年４月１日 一般社団法人に移行）

(2) 設立目的

ユネスコ世界ジオパークのガイドラインに沿って、隠岐地域の関係者と相互

に連携し、教育を基盤とした隠岐地域の活性化を図り、持続可能な地域社会の

発展を目的とする。

(3) 主な事業と構成員

隠岐地域の４町村及び教育長、金融機関を役員とし、隠岐ユネスコ世界ジオ

パーク活動の推進に係る会員相互の連携、住民の意識啓発及び教育、観光を基

軸とする産業の振興を実施している。

２ 監査対象とした財政的援助等の概要

(1) 負担金

ア 隠岐ユネスコ世界ジオパーク推進協議会運営費負担金

① 内容

隠岐ユネスコ世界ジオパークの持続的発展を目指して （一社）隠岐ユ、

ネスコ世界ジオパーク推進協議会が実施する人材育成、情報発信、企画・

広報宣伝 調査研究等の事業や事務局等の運営に要する経費を負担する 県、 （

１/２以内 。）

２２，３４０千円② 負担金額

３ 監査の結果

(1) 団体

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

(2) 所管課

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし
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９ 団体名 (公財)島根県環境管理センター 所管課 廃棄物対策課

１ 団体の概要

平成４年３月４日(1) 設立時期

(2) 設立目的

産業廃棄物の処理に関する事業を行い、地域社会の健全な発展と地球環境保

全、自然環境保護に寄与する。

(3) 県の出資状況

出資金額 ７０，０００千円（県出資比率：３１．２％）

２ 監査対象とした財政的援助等の概要

(1) 出資による事業実施状況

産業廃棄物最終処分場「クリーンパークいずも」の管理運営を行っている。

(2) 補助金

ア 公共関与最終処分場経営安定化対策事業補助金

① 内容

センターが処分場（管理型第１期）の建設費用として金融機関から借り

入れた資金に係る償還金の一部を補助する。

１５８，８００千円② 補助金額

(3) 損失補償

ア 内容

センターが処分場（管理型第１期、管理型第３期）の建設費用として金融

機関から借り入れた資金に関し損失補償を行う。

１，５７６，３７２千円イ 令和２年度末損失補償債務残高

３ 監査の結果

(1) 団体

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

イ 意見

クリーンパークいずも管理型第３期最終処分場埋立実行計画の着実な推進

クリーンパークいずも管理型第３期最終処分場は、埋立期間を平成２９年
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３月から令和１３年度末までとして供用を開始した。

しかし、平成３０年度受入量は８７，４６２tで対前年度比１２８．２％

と平成１４年の管理型第１期処分場供用開始以来最高となり、令和２年３月

時点で埋立の進捗率は３３％に達しており、当初の目標を大幅に上回るペー

スとなっていた。

こうした中、第３期処分場の埋立期間を可能な限り確保するため、令和２

年７月に受入量削減のための具体的手法を実施時期とともに示した埋立実行

計画を策定した。

計画では 「廃棄物の種類別リサイクルのモデルフローを記載したパンフ、

」 「 、レットの作成 や 産業廃棄物減量税を活用したリサイクル製品の基礎研究

技術開発、施設整備等への支援」などは県が担当することとした。

一方 木くずや金属くずなどリサイクル可能なもの等の受入中止 や 混、「 」 「

載での受入の中止」及び「安定型品目の処理料金や中間処理業者からの処理

料金の見直し」などはセンターが担当することとした。

しかし、令和３年３月時点で埋立の進捗率は４１．６％に達しており、依

然として当初計画よりも早いペースとなっている。

ついては、計画で定めた具体的手法について、県と連携し、それぞれの役

割を着実に推進されたい。

併せて、各手法の効果の検証を随時行うとともに、手法の継続・強化・見

直しなど進行管理も着実に実施し、管理型第３期処分場の埋立期間を可能な

限り確保されたい。

(2) 所管課

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

イ 意見

クリーンパークいずも管理型第３期最終処分場埋立実行計画の着実な推進

団体意見で述べたように、埋立実行計画で定めた具体的手法について、セ

ンターと連携しそれぞれの役割を着実に推進し、管理型第３期処分場の埋立

期間を可能な限り確保されたい。

また、次期の産業廃棄物管理型最終処分場についても、検討を進められた

い。
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１０ 団体名 NPO法人 国際交流フラワー２１ 所管課 産地支援課

１ 団体の概要

平成１５年７月４日(1) 設立時期

(2) 設立目的

花と緑を通じた環境保全、美化推進に係る活動を行うとともに、他地域から

の来訪者との交流活動、子どもの健全育成、福祉増進等に関する事業を行い、

花と緑を通じた潤い、活力あるまちづくりに寄与する。

２ 監査対象とした財政的援助等の概要

(1) 公の施設の指定管理

ア 花ふれあい公園（しまね花の郷 （所在地 出雲市））

① 指定管理業務の内容

・公園の施設及び設備の維持管理に関する業務

・花きに親しむ機会の提供に関する業務

・公園の利用の促進に関する業務

・観覧料の徴収に関する業務

平成２９年度～令和３年度② 指定期間

８９，３９３千円（令和２年度）③ 指定管理料

３ 監査の結果

(1) 団体

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

(2) 所管課

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし



31

１１ 団体名 （公社）島根県林業公社 所管課 林業課

１ 団体の概要

昭和４０年６月１６日(1) 設立時期

(2) 設立目的

造林・育林等林業に関する事業及び林業労働力の確保の促進に関する事業を

行うことにより、森林資源の培養と森林の多面的機能の維持増進を図り、もっ

て国土の保全と農山村経済の振興、住民の福祉向上に寄与する。

(3) 県の出資状況

出資金額 ２２５，０００千円（県出資比率：５０％）

２ 監査対象とした財政的援助等の概要

(1) 補助金

ア 島根県林業公社不成績林等処理対策事業補助金

① 内容

松くい虫被害等により不成績林化した造林地の債務を処理するため、該

当地を分収契約から除外する手続に要する経費及び該当地に係る日本政策

金融公庫借入金の繰上げ償還に要する経費を補助する。

３９，５６８千円② 補助金額

イ 意欲と能力のある林業経営者育成・強化対策事業費補助金

① 内容

事業拡大と経営安定に向けた目標を掲げ、就業者の増員や高性能林業機

械の導入などに積極的に取り組み、高い収益性を確保して、長期的に健全

な林業経営を実行できる能力を有する「意欲と能力のある林業経営者」の

育成・強化を行うため、林業経営者が経営体質強化に要する活動経費を補

助する。

２５，４６６千円② 補助金額

(2) 貸付金

ア 島根県林業公社事業資金

① 内容

公社が行う分収造林事業の実施等に要する資金を貸し付ける。
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② 貸付金額

令和元年度末残高 ３６，７９７，９７３千円

令和２年度貸付額 ８１７，４４７千円

令和２年度返済額 １２，００２千円

令和２年度末残高 ３７，６０３，４１８千円

イ 林業就業促進資金

① 内容

新たに林業に就業しようとする者を対象として、就業の準備に必要な

資金の貸付事業を行う公社に対し、必要な資金を貸し付ける。

② 貸付金額

令和元年度末残高 ９６，７１９千円

令和２年度貸付額 ４２，０００千円

令和２年度返済額 ２４，６８９千円

令和２年度償還免除額 １０，８２７千円

令和２年度末残高 １０３，２０３千円

(3) 損失補償

① 内容

公社が分収造林事業の実施等に充てるため日本政策金融公庫等から借り

入れた資金に関し損失補償を行う。

１６，８６６，００３千円② 令和２年度末損失補償債務残高

３ 監査の結果

(1) 団体

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

イ 意見

第５次島根県林業公社経営計画の着実な実行

地域林業の発展と環境保全の両立、林業経営モデルの確立を基本方針とし

て令和元年度に策定された「第５次経営計画」は、令和３年６月に一部見直

され、再造林木に係る分収割合の設定により、８８億円程度の収支改善がな

される見込みである。

しかしながら、令和２年度末現在の分収造林事業 の借入金残高は約５４*2

５億円であり、第５次経営計画における経営改善策を実施しても事業年度終

了時点と予定されている令和６５年度においてなお２０２億円程度の債務が



33

残る試算となっており、残る債務は、ほぼ全額が県からの借入金である。

ついては、県から大きな財政支援を受けている公社においては、この厳し

い現状を重く受け止め 「第５次経営計画」について県及び市町と連携しな、

がら着実に実施するとともに、必要に応じて適宜見直しを図るなど収支改善

の強化に向けた取組をより一層進められたい。

(2) 所管課

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

イ 意見

第５次島根県林業公社経営計画の着実な実行

令和元年度に策定された「第５次経営計画」は令和３年６月に一部見直さ

れ、再造林木に係る分収割合の設定により、８８億円程度の収支改善がなさ

れる見込みである。

しかしながら、令和２年度末現在の分収造林事業の借入金残高は約５４５

億円であり、第５次経営計画における経営改善策を実施しても事業年度終了

時点と予定されている令和６５年度においてなお２０２億円程度の債務が残

る試算となっており、残る債務は、ほぼ全額が県からの借入金である。

ついては、県から大きな財政支援をしている公社の厳しい現状を重く受け

止め 「第５次経営計画」について公社と一体となって着実に実施するとと、

もに、必要に応じて適宜見直しを図るなど収支改善の強化に向けた取組を一

層進められたい。

また、公社の経営が将来にわたって安定的に継続できるよう、国土保全な

ど重要な公益的機能を果たしている分収造林事業に係る財政支援の充実強化

等を、他の都道府県等と連携して、引き続き国に働きかけられたい。

分収造林事業とは*2

①森林の土地所有者、②森林の植栽・保育・管理を行う造林者(市町村 、③森）

林造成に必要な費用を負担する費用負担者（公社）の３者が共同で森林の造成を

行う契約を締結し、伐採時に収益を一定の割合（分収割合）で分け合うものであ

る。３者の分収割合は、令和３年度以降に再植林した造林木については、土地所

有者２０％、市町村５％、公社７５％となっている。
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１２ 団体名 所管課 観光振興課広島地区観光情報発信事業実行委員会

１ 団体の概要

平成１４年４月１７日(1) 設立時期

(2) 設立目的

広島県において、島根県の魅力ある観光地を紹介、宣伝する「広島地区観光

情報発信事業」を実施することにより、交流人口の拡大及び観光客の誘致を図

る。

(3) 主な事業と構成員

県、県市長会、県町村会、県内１９市町村、雲南広域連合及び隠岐観光協会

を構成員として、広島市における「島根ふるさとフェア」の開催や、広島県等

でのテレビＣＭ・番組の放映、イベントの開催など、島根の魅力を伝える情報

発信事業を実施している。

２ 監査対象とした財政的援助等の概要

(1) 負担金

ア 広島地区観光情報発信事業負担金

① 内容

「広島地区観光情報発信事業」の実施に要する経費の一部を負担する。

１５，０００千円② 負担金額

３ 監査の結果

(1) 団体

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

(2) 所管課

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし
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１３ 団体名 島根県中小企業団体中央会 所管課 中小企業課

１ 団体の概要

昭和３１年２月１６日(1) 設立時期

(2) 設立目的

中小企業等協同組合法等により設立された組合等の組織、事業及び経営の支

援その他組合等の健全な発展及び中小企業の振興を図るために必要な事業を行

い、自主的な経済的活動を促進し、その経済的地位の向上を図る。

２ 監査対象とした財政的援助等の概要

(1) 補助金

ア 島根県中小企業連携組織対策事業費補助金

① 内容

中小企業連携組織の推進並びに中小企業団体の育成及び指導を促進する

ため、中小企業連携組織推進指導事業に要する経費を補助する。

１０６，９８５千円② 補助金額

３ 監査の結果

(1) 団体

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

(2) 所管課

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし
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１４ 団体名 島根県商工会連合会 所管課 中小企業課

１ 団体の概要

昭和３６年１１月１日(1) 設立時期

(2) 設立目的

県内における商工会の健全な発達を図り、商工業の振興に寄与する。

２ 監査対象とした財政的援助等の概要

(1) 補助金

ア 島根県小規模事業経営支援事業費補助金

① 内容

地域経済を支える原動力となっている小規模事業者等の振興と安定を図

るため、商工会指導員、経営指導員等の設置及び指導事業等に要する経費

を補助する。

１６８，４２３千円② 補助金額

３ 監査の結果

(1) 団体

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

(2) 所管課

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし
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１５ 団体名 斐川町商工会 所管課 中小企業課

１ 団体の概要

昭和３６年５月１２日(1) 設立時期

(2) 設立目的

地区内における商工業の総合的な改善発達を図り、あわせて社会一般の福祉

の増進に資し、もって国民経済の健全な発展に寄与する。

２ 監査対象とした財政的援助等の概要

(1) 補助金

ア 島根県小規模事業経営支援事業費補助金

① 内容

地域経済を支える原動力となっている小規模事業者等の振興と安定を図

るため、経営指導員等の設置及び指導事業等に要する経費を補助する。

３７，１３３千円② 補助金額

３ 監査の結果

(1) 団体

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

(2) 所管課

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし
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１６ 団体名 出雲商工会 所管課 中小企業課

１ 団体の概要

平成１９年４月１日(1) 設立時期

（佐田町、多伎町、湖陵町、大社町の各商工会が合併）

(2) 設立目的

地区内における商工業の総合的な改善発達を図り、あわせて社会一般の福祉

の増進に資し、国民経済の健全な発展に寄与する。

２ 監査対象とした財政的援助等の概要

(1) 補助金

ア 島根県小規模事業経営支援事業費補助金

① 内容

地域経済を支える原動力となっている小規模事業者等の振興と安定を図

るため、経営指導員等の設置及び指導事業等に要する経費を補助する。

５９，４２３千円② 補助金額

３ 監査の結果

(1) 団体

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

(2) 所管課

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし
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１７ 団体名 浜田商工会議所 所管課 中小企業課

１ 団体の概要

昭和２１年１１月１８日(1) 設立時期

(2) 設立目的

地区内における商工業者の共同社会を基盤とし商工業の総合的な改善発達を

図り、兼ねて社会一般の福祉の増進に資し、もって我が国商工業の発展に寄与

する。

２ 監査対象とした財政的援助等の概要

(1) 補助金

島根県小規模事業経営支援事業費補助金ア

① 内容

地域経済を支える原動力となっている小規模事業者等の振興と安定を図

るため、経営指導員等の設置及び指導事業等に要する経費を補助する。

４１，１０７千円② 補助金額

３ 監査の結果

(1) 団体

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

(2) 所管課

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし



40

１８ 団体名 平田商工会議所 所管課 中小企業課

１ 団体の概要

昭和２３年９月４日(1) 設立時期

(2) 設立目的

地区内における商工業者の共同社会を基盤とし商工業の総合的な改善発達を

図り、兼ねて社会一般の福祉の増進に資し、もって我が国商工業の発展に寄与

する。

２ 監査対象とした財政的援助等の概要

(1) 補助金

島根県小規模事業経営支援事業費補助金ア

① 内容

地域経済を支える原動力となっている小規模事業者等の振興と安定を図

るため、経営指導員等の設置及び指導事業等に要する経費を補助する。

３９，９５５千円② 補助金額

３ 監査の結果

(1) 団体

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

(2) 所管課

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし
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１９ 団体名 （公財）島根県建設技術センター 所管課 土木総務課

１ 団体の概要

平成８年３月２５日(1) 設立時期

(2) 設立目的

島根県内の地方公共団体が施行する建設事業の適正かつ効率的な執行を支援

するとともに、公共工事に関わる建設技術者の資質の向上を図り、良質な社会

資本の整備を推進し、県民の福祉の向上に寄与する。

(3) 県の出資状況

出資金額 １００，０００千円（県出資比率：１００％）

２ 監査対象とした財政的援助等の概要

(1) 出資による事業実施状況

建設技術に関する研修・講習・指導、公共建設工事に関する調査・設計・技

術審査・積算・施工監理及び検査業務の受託並びに地方公共団体への技術的支

援等に関する事業を実施している。

３ 監査の結果

(1) 団体

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

(2) 所管課

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし
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土木総務課

用地対策課

２０ 団体名 所管課 斐伊川神戸川対策課島根県土地開発公社
管 財 課

企業立地課

１ 団体の概要

昭和４８年４月１日(1）設立時期

(2）設立目的

公共用地・公用地等の取得、管理、処分等を行うことにより、地域の秩序

ある整備と県民福祉の増進に寄与する。

(3）県の出資状況

出資金額 ３０，０００千円（県出資比率：１００％）

２ 監査対象とした財政的援助等の概要

(1）出資による事業実施状況

、 、公共用地・公用地等の取得・管理及び処分 住宅用地・工業用地等の造成

県等からの委託に基づく土地の取得のあっせん・調査及び測量等などの事業

を実施している。

(2）貸付金

ア 島根県土木部単独用地先行取得資金貸付金

① 内容

土木部が施行する公共事業に必要な用地の先行取得を行うために必要

な資金及び先行調査に必要な資金を貸し付ける。

② 貸付金額

令和元年度末残高 ０千円

令和２年度貸付額 ４００，０００千円

令和２年度返済額 ４００，０００千円

令和２年度末残高 ０千円

イ 斐伊川放水路関連事業残土処理用地取得資金貸付金

① 内容

国土交通省が施行する斐伊川放水路事業に必要な残土処理用地の先行

取得を行うために必要な資金を貸し付ける。
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② 貸付金額

令和元年度末残高 ０千円

令和２年度貸付額 ３３６，３４６千円

令和２年度返済額 ３３６，３４６千円

令和２年度末残高 ０千円

ウ 益田拠点工業団地造成事業費貸付金

① 内容

益田拠点工業団地の造成（分譲）事業を行うために必要な資金を島根

県土地開発基金から貸し付ける。

② 貸付金額

令和元年度末残高 ０千円

令和２年度貸付額 ４，０８３，７２９千円

令和２年度返済額 ４，０８３，７２９千円

令和２年度末残高 ０千円

(3) 債務保証

ア ソフトビジネスパーク島根整備事業に係る債務保証

① 内容

ソフトビジネスパーク島根整備事業の借入金に対して債務保証を行

う。

３，８４８，４０４千円② 令和２年度末債務保証債務残高

３ 監査の結果

(1) 団体

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

(2) 所管課（土木総務課）

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

(3) 所管課（用地対策課）

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

(4) 所管課（斐伊川神戸川対策課）

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし
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(5) 所管課（管財課）

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

(6) 所管課（企業立地課）

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし
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２１ 団体名 NPO法人 出雲スポーツ振興２１ 所管課 都市計画課

１ 団体の概要

平成１２年３月２４日(1) 設立時期

（2）設立目的

、 、 、出雲市民をはじめ 島根県民に対して スポーツの振興に関する事業を行い

もって市民をはじめ、県民の健康の増進・体力の向上・スポーツ文化の振興と

発展に寄与する。

２ 監査対象とした財政的援助等の概要

(1) 公の施設の指定管理

ア 浜山公園（所在地 出雲市）

① 指定管理業務の内容

・有料公園施設の利用の許可に関する業務

・都市公園の維持管理に関する業務

・県立浜山公園を利用したスポーツの普及振興に関する業務

・都市公園の運営に関する業務

令和２年度～令和６年度② 指定期間

１７１，０１９千円（令和２年度）③ 指定管理料

３ 監査の結果

(1) 団体

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

（2）所管課

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし
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２２ 団体名 （株）ＩＳＰ 所管課 都市計画課

１ 団体の概要

平成１７年２月２１日(1) 設立時期

(2) 主な事業内容

公共施設の維持・管理・運営に関する事業の受託

２ 監査対象とした財政的援助等の概要

(1) 公の施設の指定管理

ア 石見海浜公園（所在地 浜田市、江津市）

① 指定管理業務の内容

・有料公園施設の利用の許可に関する業務

・都市公園の維持管理に関する業務

令和２年度～令和６年度② 指定期間

１３２，８４４千円（令和２年度）③ 指定管理料

３ 監査の結果

(1) 団体

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

(2) 所管課

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし
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２３ 団体名 （株）ＭＩしまね 所管課 文化財課

１ 団体の概要

平成１６年１２月１０日(1) 設立時期

(2) 主な事業内容

指定管理者制度による公共施設管理運営事業、福祉施設・文化施設・スポ

ーツ施設・宿泊施設・温泉施設・公園施設・駐車場運営管理事業、建物保守

警備請負事業

２ 監査対象とした財政的援助等の概要

(1) 公の施設の指定管理

ア 古墳の丘古曽志公園（所在地 松江市）

① 指定管理業務の内容

・有料施設等の使用の許可に関する業務

・有料施設等の使用料の徴収に関する業務

・施設等の維持管理に関する業務

令和２年度～令和６年度② 指定期間

７，１７８千円（令和２年度）③ 指定管理料

３ 監査の結果

(1) 団体

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

(2) 所管課

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし
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２４ 団体名 ミュージアムいちばた 所管課 文化財課

１ 団体の概要

平成１７年９月１日(1) 設立時期

一畑電気鉄道株式会社・近畿日本ツーリスト株式会社の(2) 団体の形態

共同事業体

(3) 設立目的

古代出雲歴史博物館の指定管理業務を共同連帯して営む。

２ 監査対象とした財政的援助等の概要

(1) 公の施設の指定管理

ア 古代出雲歴史博物館（所在地 出雲市）

① 指定管理業務の内容

・博物館の観覧料の徴収に関する業務

・博物館の施設及び設備の維持管理に関する業務

・博物館の利用促進に関する業務

平成２８年度～令和２年度② 指定期間

２８２，３５２千円（令和２年度）③ 指定管理料

３ 監査の結果

(1) 団体

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし

(2) 所管課

ア 改善等を要する事項

指摘事項なし
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